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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　メディアサービスを提供するメディアサービス装置と、遠隔監視・保守装置と、呼制御
サーバ群とを接続するネットワークにおいて運用系／待機系の構成をとる冗長構成のメデ
ィアサービスシステムであって、
　前記メディアサービス装置において、前記冗長構成の運用系側にのみ一意のＩＰ（Ｉｎ
ｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）アドレスを設定し、
　前記メディアサービス装置は、各々物理的に分離された保守系ネットワーク用ポートと
制御系ネットワーク用ポートとを含み、
　前記メディアサービス装置は、各々前記保守系ネットワーク用ポート及び前記制御系ネ
ットワーク用ポートを含む第１及び第２のネットワークカードと、前記第１及び第２のネ
ットワークカードと前記ネットワークの前記運用系／待機系との接続を行うレイヤ２スイ
ッチとを含むことを特徴とするメディアサービスシステム。
【請求項２】
　前記メディアサービス装置は、上位の呼制御プロトコルに前記ネットワーク上のノード
のプロトコルレベル状態監視パケットの送受信機能を含むことを特徴とする請求項１記載
のメディアサービスシステム。
【請求項３】
　メディアサービスを提供するメディアサービス装置と、遠隔監視・保守装置と、呼制御
サーバ群とを接続するネットワークにおいて運用系／待機系の構成をとる冗長構成のシス
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テムを構成するメディアサービス装置であって、
　前記冗長構成の運用系側にのみ一意のＩＰ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）ア
ドレスを設定し、
　各々物理的に分離された保守系ネットワーク用ポートと制御系ネットワーク用ポートと
を含み、
　各々前記保守系ネットワーク用ポート及び前記制御系ネットワーク用ポートを含む第１
及び第２のネットワークカードと、前記第１及び第２のネットワークカードと前記ネット
ワークの前記運用系／待機系との接続を行うレイヤ２スイッチとを含むことを特徴とする
メディアサービス装置。
【請求項４】
　上位の呼制御プロトコルに前記ネットワーク上のノードのプロトコルレベル状態監視パ
ケットの送受信機能を含むことを特徴とする請求項３記載のメディアサービス装置。
【請求項５】
　メディアサービスを提供するメディアサービス装置と、遠隔監視・保守装置と、呼制御
サーバ群とを接続するネットワークにおいて運用系／待機系の構成をとる冗長構成のメデ
ィアサービスシステムに用いるＬＡＮ冗長化方法であって、
　前記メディアサービス装置において、前記冗長構成の運用系側にのみ一意のＩＰ（Ｉｎ
ｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）アドレスを設定し、
　前記メディアサービス装置に、各々物理的に分離された保守系ネットワーク用ポートと
制御系ネットワーク用ポートとを実装し、
　前記メディアサービス装置に、各々前記保守系ネットワーク用ポート及び前記制御系ネ
ットワーク用ポートを含む第１及び第２のネットワークカードと、前記第１及び第２のネ
ットワークカードと前記ネットワークの前記運用系／待機系との接続を行うレイヤ２スイ
ッチとを実装したことを特徴とするＬＡＮ冗長化方法。
【請求項６】
　前記メディアサービス装置に、前記ネットワーク上のノードのプロトコルレベル状態監
視パケットの送受信機能を含む上位の呼制御プロトコルを実装したことを特徴とする請求
項５記載のＬＡＮ冗長化方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はメディアサービスシステム、メディアサービス装置及びそれらに用いるＬＡＮ
冗長化方法に関し、特にメディアサービスシステムにおけるＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅ
ａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）冗長構成に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、通信技術の進歩やネットワークインフラの整備によって、携帯電話の様々なリア
ルタイム性が要求されるサービスが増加してきており、それに従って、サービスの無瞬断
の要求が強くなり、高信頼性、高可用性のメディアサービスシステムの構築が必要になっ
てきている。
【０００３】
　従来のメディアサービスシステムのＬＡＮ冗長構成を図６に示す。図６において、従来
のメディアサービスシステムは、各種メディアサービス機能を提供するメディアサービス
装置８と、通信端末（図示せず）までの呼を制御する呼制御サーバ群７と、システム上の
各ネットワーク機器を遠隔で監視・保守を行う監視・保守装置６と、これらの装置を接続
するＩＰ網２００を構成する各種ネットワーク中継機器｛ルータ４，５やスイッチ［レイ
ヤ２スイッチ（Ｌ２ＳＷ）２，３］等｝とによって構成されている。
【０００４】
　メディアサービス装置８は、ＬＡＮカード（＃０）８１のＬＡＮポート（＃１）８２と
ＬＡＮカード（＃１）８３のＬＡＮポート（＃２）８４とによって外部のネットワークに
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接続される。ＬＡＮカード（＃０）８１と接続するネットワークをＬＡＮ＃０系１００、
ＬＡＮカード（＃１）８３と接続するネットワークをＬＡＮ＃１系１０１と呼び、それぞ
れ運用系（ＡＣＴ）／待機系（ＳＢＹ）の構成をとる（例えば、特許文献１，２参照）。
【０００５】
　従来のメディアサービスシステムのＬＡＮ冗長構成では、メディアサービス装置８の２
つのＬＡＮポート［ＬＡＮポート（＃１）８２及びＬＡＮポート（＃２）８４］それぞれ
に別々のＩＰアドレスが割り振られ、障害発生時の系切替えで別のＩＰアドレスになる。
つまり、障害発生した系でサービス中の呼は切断され、最初から呼設立がまた始まる。そ
して、監視対象の障害はレイヤ２以下の回線障害等である。また、保守系ネットワークと
制御系ネットワークとは同じＬＡＮポートを使用している。
【０００６】
【特許文献１】特開２００６－１７４０１２号公報
【特許文献２】特開２０００－１６５４０９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、上述した従来のメディアサービスシステムのＬＡＮ冗長構成では、障害
発生時、呼再設立処理から始まり、サービス中断時間が長くなるという課題がある。
【０００８】
　また、従来のメディアサービスシステムのＬＡＮ冗長構成では、監視対象の障害がレイ
ヤ２以下の回線障害のみであり、保守系ネットワーク用ＬＡＮポートと制御系ネットワー
ク用ＬＡＮポートとが同じである。
【０００９】
　各種メディアサービス機能を提供するシステムにおいて、通信端末とのメディアデータ
の通信に先立って、呼制御用のパスを設立する必要がある。この呼制御用のパス設立時に
は、メディアサービス装置のＩＰ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）アドレスを指
定して設立している。
【００１０】
　この従来のメディアサービスシステムのＬＡＮ冗長構成を図６に示す。従来のメディア
サービスシステムでは、メディアサービス装置のそれぞれのＬＡＮポートに別々のＩＰア
ドレスが割り振られ、単一ネットワーク障害下においてもサービスの継続を可能とし、ネ
ットワーク負荷を軽減させるために、トラフィックの負荷分散を可能としている。
【００１１】
　しかしながら、運用系（ＡＣＴ）側ネットワークに障害が発生すると、そのネットワー
クでサービス中の呼が全て切断されて、それまで待機系（ＳＢＹ）側だったネットワーク
に切替えて、別のＩＰアドレスで呼制御用のパスを設立しなおす必要があるという問題が
ある。
【００１２】
　また、従来のメディアサービスシステムのＬＡＮ冗長構成では、監視対象のネットワー
ク障害が回線障害等のレイヤ２レベル以下の障害である。ネットワーク回線は正常だが、
呼制御プロトコル処理で障害等が発生するというレイヤ３レベル以上のプロトコル障害は
検出していない。
【００１３】
　さらに、従来のメディアサービスシステムのＬＡＮ冗長構成では、上記のように、保守
系ネットワークと制御系ネットワークとが同じＬＡＮポートを使用していたため、障害が
発生すると、保守系ネットワーク及び制御系ネットワークの両方がともに障害になるとい
う問題がある。
【００１４】
　そこで、本発１明の目的は上記の問題点を解消し、障害発生時のサービスを継続するこ
とができ、待機系側への切替え時間を短縮することができるメディアサービスシステム、
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メディアサービス装置及びそれらに用いるＬＡＮ冗長化方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明によるメディアサービスシステムは、メディアサービスを提供するメディアサー
ビス装置と、遠隔監視・保守装置と、呼制御サーバ群とを接続するネットワークにおいて
運用系／待機系の構成をとる冗長構成のメディアサービスシステムであって、
　前記メディアサービス装置において、前記冗長構成の運用系側にのみ一意のＩＰ（Ｉｎ
ｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）アドレスを設定し、
　前記メディアサービス装置は、各々物理的に分離された保守系ネットワーク用ポートと
制御系ネットワーク用ポートとを含み、
　前記メディアサービス装置は、各々前記保守系ネットワーク用ポート及び前記制御系ネ
ットワーク用ポートを含む第１及び第２のネットワークカードと、前記第１及び第２のネ
ットワークカードと前記ネットワークの前記運用系／待機系との接続を行うレイヤ２スイ
ッチとを含んでいる。
【００１６】
　本発明によるメディアサービス装置は、メディアサービスを提供するメディアサービス
装置と、遠隔監視・保守装置と、呼制御サーバ群とを接続するネットワークにおいて運用
系／待機系の構成をとる冗長構成のシステムを構成するメディアサービス装置であって、
　前記冗長構成の運用系側にのみ一意のＩＰ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）ア
ドレスを設定し、
　各々物理的に分離された保守系ネットワーク用ポートと制御系ネットワーク用ポートと
を含み、
　各々前記保守系ネットワーク用ポート及び前記制御系ネットワーク用ポートを含む第１
及び第２のネットワークカードと、前記第１及び第２のネットワークカードと前記ネット
ワークの前記運用系／待機系との接続を行うレイヤ２スイッチとを含んでいる。
【００１７】
　本発明によるＬＡＮ冗長化方法は、メディアサービスを提供するメディアサービス装置
と、遠隔監視・保守装置と、呼制御サーバ群とを接続するネットワークにおいて運用系／
待機系の構成をとる冗長構成のメディアサービスシステムに用いるＬＡＮ冗長化方法であ
って、
　前記メディアサービス装置において、前記冗長構成の運用系側にのみ一意のＩＰ（Ｉｎ
ｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）アドレスを設定し、
　前記メディアサービス装置に、各々物理的に分離された保守系ネットワーク用ポートと
制御系ネットワーク用ポートとを実装し、
　前記メディアサービス装置に、各々前記保守系ネットワーク用ポート及び前記制御系ネ
ットワーク用ポートを含む第１及び第２のネットワークカードと、前記第１及び第２のネ
ットワークカードと前記ネットワークの前記運用系／待機系との接続を行うレイヤ２スイ
ッチとを実装している。
【００１８】
　すなわち、本発明のメディアサービスシステムは、様々なメディアサービスを提供する
メディアサービス装置を実装するシステムにおいて、メディアサービス装置と、各種遠隔
監視・保守装置と、呼制御サーバ群とを接続するネットワークの冗長構成にて、冗長ＩＰ
（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）アドレス方式の採用と上位レイヤの呼制御プロ
トコルとの連携によって、単一ネットワークでの障害発生時のサービス継続の実現、ネッ
トワーク切替え時間の短縮及び障害監視対象の拡大を実現可能としている。
【００１９】
　また、本発明のメディアサービスシステムは、保守系ネットワークと制御系ネットワー
クとを分離することで、障害によるサービスへの影響を最小限に抑えることを特徴として
いる。
【００２０】
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　これによって、本発明のメディアサービスシステムでは、メディアサービスシステムの
ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）冗長構成において、冗長ＩＰアドレス
方式の採用、呼制御プロトコルに呼制御プロトコルレベルの状態監視用パケット送受信機
能の追加、保守系ネットワーク用ＬＡＮポートと制御系ネットワーク用ＬＡＮポートとの
分離を実施することで、高可用性、高信頼性のメディアサービスシステムが実現可能とな
る。
【００２１】
　より具体的に説明すると、本発明のメディアサービスシステムでは、各種メディアサー
ビス機能を提供するメディアサービス装置と、通信端末までの呼を制御する呼制御サーバ
群と、システム上の各ネットワーク機器を遠隔で監視・保守を行う監視・保守装置と、こ
れらの装置を接続するＩＰ網を構成する各種ネットワーク中継機器（スイッチ、ルータ）
とによってＬＡＮ冗長構成としている。
【００２２】
　メディアサービス装置は、ＩＳＯ（国際標準化機構）によって制定されたＯＳＩ参照モ
デル（Ｏｐｅｎ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　Ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｒｅｆｅｒｅｎｃ
ｅ　ｍｏｄｅｌ）のレイヤ２スイッチを内部で実装し、このレイヤ２スイッチは、ＬＡＮ
カード＃０のＬＡＮポート＃１，＃２、ＬＡＮカード＃１のＬＡＮポート＃３，＃４、外
部の２つのＬＡＮネットワークに接続される。ＬＡＮカード＃０と接続するネットワーク
をＬＡＮ＃０系、ＬＡＮカード＃１と接続するネットワークをＬＡＮ＃１系と呼び、それ
ぞれ運用系（ＡＣＴ）／待機系（ＳＢＹ）の構成をとっている。
【００２３】
　本発明のＬＡＮ冗長構成は、運用系（ＡＣＴ）／待機系（ＳＢＹ）の方式であるが、運
用系（ＡＣＴ）側のＬＡＮポートにのみ一意のＩＰアドレス（冗長ＩＰアドレス）が割り
振られる。初期状態はＬＡＮ＃０系側が運用系（ＡＣＴ）／ＬＡＮ＃１系側が待機系（Ｓ
ＢＹ）の状態とし、ＬＡＮカード＃０のＬＡＮポート＃１にＩＰアドレスＡ、ＬＡＮポー
ト＃２にＩＰアドレスＢをそれぞれ設定し、ＬＡＮカード＃１のＬＡＮポート＃３及びＬ
ＡＮポート＃４にはＩＰアドレスを設定しない。
【００２４】
　本発明のＬＡＮ冗長構成では、この状態でＬＡＮ＃０系側に障害が発生したら、運用系
（ＡＣＴ）をＬＡＮ＃１系に切替えて、ＬＡＮカード＃０のＬＡＮポート＃１からＩＰア
ドレスＡの設定を削除し、ＬＡＮカード＃０のＬＡＮポート＃２からＩＰアドレスＢの設
定を削除し、ＬＡＮカード＃１のＬＡＮポート＃３にＩＰアドレスＡの設定を行い、ＬＡ
Ｎカード＃１のＬＡＮポート＃４にＩＰアドレスＢの設定を行っている。
【００２５】
　これによって、今までＬＡＮ＃０系で通信した呼処理は自動的にＬＡＮ＃１系経由で処
理されることになる。また、本発明のＬＡＮ冗長構成では、メディアサービス装置と呼制
御サーバ群との間の呼制御プロトコルレベル状態監視パケットの送受信によって、回線障
害等のレイヤ２以下の障害だけでなく、レイヤ３以上のプロトコル障害も検出可能として
いる。
【００２６】
　さらに、監視・保守装置との通信を実現する保守系ネットワーク用のＬＡＮポートと、
呼制御サーバ群との通信を実現する制御系ネットワーク用のＬＡＮポートとを分離する（
例えば、ＬＡＮポート＃１、ＬＡＮポート＃３は保守系ネットワーク用、ＬＡＮポート＃
２、ＬＡＮポート＃４は制御系ネットワーク用とする）ことで、それぞれＬＡＮポートに
障害が発生しても、互い影響を及ぼさないようになっている。
【００２７】
　したがって、本発明のメディアサービスシステムでは、運用系（ＡＣＴ）／待機系（Ｓ
ＢＹ）の構成をとるＬＡＮ冗長構成の運用系（ＡＣＴ）側にのみ一意のＩＰアドレスを設
定しているので、障害発生時のサービス継続を可能とし、待機系（ＳＢＹ）側への切替え
時間を短縮することが可能となる。
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【００２８】
　また、本発明のメディアサービスシステムでは、上位の呼制御プロトコルにネットワー
ク上のノードのプロトコルレベル状態監視パケットの送受信機能を追加することによって
、プロトコルレベルの障害も検出可能となる。
【００２９】
　さらに、本発明のメディアサービスシステムでは、保守系ネットワーク用ＬＡＮポート
と制御系ネットワーク用ＬＡＮポートとを物理的に分離することで、保守系ネットワーク
用ＬＡＮポートに障害が発生しても、サービス中の呼が切断されずに、サービスが継続可
能となる。
【発明の効果】
【００３０】
　本発明は、上記のような構成及び動作とすることで、障害発生時のサービスを継続する
ことができ、待機系側への切替え時間を短縮することができるという効果が得られる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３１】
　次に、本発明の実施例について図面を参照して説明する。図１は本発明の一実施例によ
るメディアサービスシステムの構成を示すブロック図である。図１においては、本発明の
一実施例によるメディアサービスシステムのＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏ
ｒｋ）冗長構成を示している。
【００３２】
　本発明の一実施例によるメディアサービスシステムは、各種メディアサービス機能を提
供するメディアサービス装置１と、通信端末（図示せず）までの呼を制御する呼制御サー
バ群７と、システム上の各ネットワーク機器を遠隔で監視・保守を行う監視・保守装置６
と、これらの装置を接続するＩＰ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）網１００を構
成する各種ネットワーク中継機器｛ルータ４，５やスイッチ［レイヤ２スイッチ（Ｌ２Ｓ
Ｗ）２，３］等｝とによって構成されている。
【００３３】
　メディアサービス装置１は、ＩＳＯ（国際標準化機構）によって制定されたＯＳＩ参照
モデル（Ｏｐｅｎ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　Ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｒｅｆｅｒｅｎ
ｃｅ　ｍｏｄｅｌ）のレイヤ２スイッチ（Ｌ２ＳＷ）１３を内部に実装し、このレイヤ２
スイッチ１３は、ＬＡＮカード（＃０）１１のＬＡＮポート（＃１）１１１及びＬＡＮポ
ート（＃２）１１２と、ＬＡＮカード（＃１）１２のＬＡＮポート（＃３）１２１及びＬ
ＡＮポート（＃４）１２２と、外部の２つのＬＡＮネットワークとに接続される。ＬＡＮ
カード（＃０）１１と接続するネットワークをＬＡＮ＃０系１００、ＬＡＮカード（＃１
）１２と接続するネットワークをＬＡＮ＃１系１０１と呼び、それぞれ運用系（ＡＣＴ）
／待機系（ＳＢＹ）の構成をとる。
【００３４】
　本実施例によるメディアサービスシステムのＬＡＮ冗長構成においては、運用系（ＡＣ
Ｔ）／待機系（ＳＢＹ）の方式であるが、運用系（ＡＣＴ）側のＬＡＮポートにのみ一意
のＩＰアドレス（冗長ＩＰアドレス）が割り振られる。初期状態はＬＡＮ＃０系側が運用
系（ＡＣＴ）、ＬＡＮ＃１系側が待機系（ＳＢＹ）の状態とし、ＬＡＮカード（＃０）１
１のＬＡＮポート（＃１）１１１にＩＰアドレスＡ、ＬＡＮポート（＃２）１１２にＩＰ
アドレスＢを設定し、ＬＡＮカード（＃１）１２のＬＡＮポート（＃３）１２１とＬＡＮ
ポート（＃４）１２２にはＩＰアドレスを設定しない。
【００３５】
　本実施例によるメディアサービスシステムのＬＡＮ冗長構成においては、この状態でＬ
ＡＮ＃０系側に障害が発生したら、運用系（ＡＣＴ）をＬＡＮ＃１系に切替えて、ＬＡＮ
カード（＃０）１１のＬＡＮポート（＃１）１１１からＩＰアドレスＡの設定を削除し、
ＬＡＮカード（＃０）１１のＬＡＮポート（＃２）１１２からＩＰアドレスＢの設定を削
除し、ＬＡＮカード（＃１）１２のＬＡＮポート（＃３）１２１にＩＰアドレスＡの設定
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を行い、ＬＡＮカード（＃１）１２のＬＡＮポート（＃４）１２２にＩＰアドレスＢの設
定を行う。
【００３６】
　これによって、本実施例によるメディアサービスシステムでは、今までＬＡＮ＃０系で
通信した呼処理が自動的にＬＡＮ＃１系経由で処理されることになる。また、メディアサ
ービス装置１と呼制御サーバ群７との間の呼制御プロトコルレベル状態監視パケットの送
受信によって、回線障害等のレイヤ２以下の障害だけでなく、レイヤ３以上のプロトコル
障害をも検出することができる。
【００３７】
　また、監視・保守装置との通信を実現する保守系ネットワーク用のＬＡＮポートと呼制
御サーバ群との通信を実現する制御系ネットワーク用のＬＡＮポートとを分離する（例え
ば、ＬＡＮポート＃１及びＬＡＮポート＃３は保守系ネットワーク用、ＬＡＮポート＃２
及びＬＡＮポート＃４は制御系ネットワーク用）ことで、それぞれＬＡＮポートに障害発
生しても、互いに影響を及ぼさないようになっている。
【００３８】
　このようにして、本実施例では、運用系（ＡＣＴ）／待機系（ＳＢＹ）の構成をとるＬ
ＡＮ冗長構成の運用系（ＡＣＴ）側にのみ一意のＩＰアドレスを設定しているので、障害
発生時のサービス継続を可能とし、待機系（ＳＢＹ）側への切替え時間を短縮することが
できる。
【００３９】
　また、本実施例では、上位の呼制御プロトコルにネットワーク上のノードのプロトコル
レベル状態監視パケットの送受信機能を追加することによって、プロトコルレベルの障害
も検出することができる。
【００４０】
　さらに、本実施例では、保守系ネットワーク用ＬＡＮポートと制御系ネットワーク用Ｌ
ＡＮポートとを物理的に分離することで、保守系ネットワーク用ＬＡＮポートに障害が発
生しても、サービス中の呼を切断することなく、サービスを継続することができる。
【００４１】
　図２は図１のメディアサービス装置１の構成例を示すブロック図である。図２において
、メディアサービス装置１は、ＬＡＮポート（＃１）１１１及びＬＡＮポート（＃２）１
１２の物理ポートを有するＬＡＮカード（＃０）１１と、ＬＡＮポート（＃３）１２１及
びＬＡＮポート（＃４）１２２の物理ポートを有するＬＡＮカード（＃１）１２と、レイ
ヤ２スイッチ（Ｌ２ＳＷ）１３と、ＬＡＮカード（＃０）１１の状態を監視する状態監視
部１４と、ＬＡＮカード（＃１）１２の状態を監視する状態監視部１５と、ＬＡＮ切替え
制御を行いかつＬＡＮ＃０系及びＬＡＮ＃１系の運用系（ＡＣＴ）／待機系（ＳＢＹ）の
状態を記憶するＬＡＮ制御部１６と、呼制御プロトコルを処理する呼制御部１７とから構
成されている。
【００４２】
　状態監視部１４，１５は、定期的にＬＡＮカード（＃０）１１及びＬＡＮカード（＃１
）１２に対して障害監視用の信号Ａ０，Ａ１を送信し、ＬＡＮカード（＃０）１１及びＬ
ＡＮカード（＃１）１２各々の現在の状態（接続中か、切断中か）を表す応答信号Ｂ０，
Ｂ１を受信することによって、ＬＡＮカード（＃０）１１及びＬＡＮカード（＃１）１２
各々の正常性を確認する機能を有する。
【００４３】
　ＬＡＮ＃０系またはＬＡＮ＃１系のどちらかに障害が発生した場合、状態監視部１４，
１５からＬＡＮ制御部１６に対して、障害が発生したことを通知する切断イベントＤ０，
Ｄ１を送信する。また、状態監視部１４，１５は、それぞれ障害を検出したＬＡＮ＃０系
またはＬＡＮ＃１系に対応するＬＡＮカード（＃０）１１またはＬＡＮカード（＃１）１
２に対して、再接続要求の信号Ｃ０，Ｃ１を送信し、再接続が成功した時にはＬＡＮ制御
部１６に復旧したことを通知する接続イベントＤ０，Ｄ１を送信する。
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【００４４】
　ＬＡＮ制御部１６は切断イベントＤ０，Ｄ１を受信すると、運用系決定論理に基づいて
運用系を決定し、状態監視部１４，１５に対して各ＬＡＮポートのＩＰアドレス削除、Ｉ
Ｐアドレス設定を指示するイベントＥ０，Ｅ１を送信する。
【００４５】
　呼制御部１７は呼制御プロトコルで呼制御サーバ群７と通信する時、ＬＡＮ制御部１６
に対してデータ送信要求Ｆを送信し、ＬＡＮ制御部１６が運用系（ＡＣＴ）／待機系（Ｓ
ＢＹ）状態を基に、データ送信系をＬＡＮ＃０系あるいはＬＡＮ＃１系に設定し、呼制御
プロトコルパケットが該当するＬＡＮカードから送信される。
【００４６】
　呼制御部１７は定期的に呼制御サーバ群７と呼制御プロトコルレベルの状態監視パケッ
トを送受信することで、呼制御サーバ群７との間のプロトコルレベルの正常性を確認する
。呼制御サーバ群７との間でプロトコルレベルの障害が発生した場合、呼制御部１７はＬ
ＡＮ制御部１６にプロトコル障害通知イベントＧを送信する。
【００４７】
　これら図１及び図２を参照して本発明の一実施例によるメディアサービス装置１の動作
について説明する。まず、ＬＡＮ＃０系１００、ＬＡＮ＃１系１０１のいずれかに障害が
発生した場合の動作について説明する。
【００４８】
　状態監視部１４，１５はそれぞれＬＡＮカード（＃０）１１及びＬＡＮカード（＃１）
１２に対して、定期的に障害監視用の信号Ａ０，Ａ１を送信し、ＬＡＮカードの現在の状
態を表す応答信号Ｂ０，Ｂ１を受信して、それぞれのＬＡＮの正常性を確認する。規定値
を超えた回数の障害監視用信号を送信しても、対応する応答信号を受信しなかった場合に
は、該当ＬＡＮの回線障害と判断する。
【００４９】
　ＬＡＮ＃０系１００またはＬＡＮ＃１系１０１の回線障害を検出した状態監視部１４ま
たは状態監視部１５は、ＬＡＮ制御部１６に対して障害通知する切断イベントＤ０または
切断イベントＤ１を送信する。そして、ＬＡＮ障害を検出した状態監視部１４または状態
監視部１５は、障害中のＬＡＮに対して、再接続要求の信号Ｃ０，Ｃ１を送信する。
【００５０】
　状態監視部１４または状態監視部１５から障害通知の切断イベントを受信したＬＡＮ制
御部１６は、本障害通知の切断イベントの前の運用系（ＡＣＴ）／待機系（ＳＢＹ）状態
と、障害通知の切断イベントの通知元の状態監視部を判断して、運用系決定論理に基づい
て、新たな運用系（ＡＣＴ）はＬＡＮ＃０系１００またはＬＡＮ＃１系１０１かを決定す
る。
【００５１】
　図３は図２の状態監視部１４，１５から障害通知の切断イベントを受信した時のＬＡＮ
制御部１６における運用系（ＡＣＴ）／待機系（ＳＢＹ）の決定処理の流れを示すフロー
チャートである。図３では、ＬＡＮ＃０系１００が初期運用系とし、ＬＡＮ＃１系１０１
が初期待機系とし、ＬＡＮ＃０系１００に障害が発生した場合の動作について説明する。
【００５２】
　ＬＡＮ＃０系１００に障害が発生して、状態監視部１４に障害通知のための応答信号Ｂ
０が送信され、状態監視部１４がＬＡＮ制御部１６に障害通知の切断イベントを送信する
。
【００５３】
　ＬＡＮ制御部１６は状態監視部１４からこの障害通知の切断イベントＤ０を受信すると
（図３ステップＳ１）、状態監視部１５がＬＡＮ＃１系１０１の接続状態を監視した結果
に基づいて、ＬＡＮ＃１系１０１が正常に接続中かどうか判断する（図３ステップＳ２）
。
【００５４】
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　ＬＡＮ制御部１６は、ＬＡＮ＃１系１０１が正常に接続中であれば、ＬＡＮカード（＃
０）１１のＬＡＮポート（＃１）１１１に設定されたＩＰアドレスＡを削除し、ＬＡＮカ
ード（＃０）１１のＬＡＮポート（＃２）１１２に設定されたＩＰアドレスＢを削除し、
ＬＡＮカード（＃１）１２のＬＡＮポート（＃３）１２１にＩＰアドレスＡを設定し、Ｌ
ＡＮカード（＃１）１２のＬＡＮポート（＃４）１２２にＩＰアドレスＢを設定し、新た
にＩＰアドレス設定したＬＡＮポート（＃３）１２１、ＬＡＮポート（＃４）１２２から
ＩＰアドレスＡ／ＩＰアドレスＢに対応するＬＡＮポート（＃３）１２１、ＬＡＮポート
（＃４）１２２のＭＡＣ（Ｍｅｄｉａ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）アドレスを対向
装置に通知するＧＡＲＰ（Ｇｒａｔｕｉｔｏｕｓ　Ａｄｄｒｅｓｓ　Ｒｅｓｏｌｕｔｉｏ
ｎ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）パケットを送信し、そして、ＬＡＮ＃１系１０１を運用系に、Ｌ
ＡＮ＃０系１００を待機系に書き換える（図３ステップＳ３）。
【００５５】
　次に、呼制御部１７からプロトコル障害通知イベントＧを受信したＬＡＮ制御部１６は
、現在の運用系を判断して、運用系決定論理に基づいて、新たな運用系（ＡＣＴ）がＬＡ
Ｎ０系１００か、またはＬＡＮ＃１系１０１かを決定する。
【００５６】
　図４は図２の状態監視部１４，１５からプロトコル障害通知イベントを受信した時のＬ
ＡＮ制御部１６における運用系（ＡＣＴ）／待機系（ＳＢＹ）の決定処理の流れを示すフ
ローチャートである。図４では、ＬＡＮ＃０系１００が初期運用系とし、ＬＡＮ＃１系１
０１が初期待機系とし、ＬＡＮ＃０系１００において呼制御プロトコルレベルの障害が発
生した場合の動作について説明する。
【００５７】
　メディアサービス装置１の呼制御部１７は呼制御用サーバ群７に状態監視用パケットの
送受信を行うことで、プロトコルレベルの正常性を確認する。呼制御部１７は規定回数の
状態監視用パケットを送信しても、対応する応答パケットを受信できなかったら、プロト
コルレベルで障害が発生したと判断し、ＬＡＮ制御部１６に対してプロトコル障害の通知
イベントＧを送信する。
【００５８】
　ＬＡＮ制御部１６は呼制御部１７からプロトコル障害の通知イベントＧを受信すると（
図４ステップＳ１１）、現在の運用系を確認し、待機系の状態が正常に接続中かどうかを
確認する（図４ステップＳ１２）。
【００５９】
　ＬＡＮ制御部１６は待機系の状態が正常であれば、ＬＡＮカード（＃０）１１のＬＡＮ
ポート（＃１）１１１に設定されたＩＰアドレスＡを削除し、ＬＡＮカード（＃０）１１
のＬＡＮポート（＃２）１１２に設定されたＩＰアドレスＢを削除し、ＬＡＮカード（＃
１）のＬＡＮポート（＃３）１２１にＩＰアドレスＡを設定し、ＬＡＮカード（＃１）１
２のＬＡＮポート（＃４）１２２にＩＰアドレスＢを設定し、新たにＩＰアドレス設定し
たＬＡＮポート（＃３）１２１、ＬＡＮポート（＃４）１２２からＩＰアドレスＡ／ＩＰ
アドレスＢに対応するＬＡＮポート（＃３）１２１、ＬＡＮポート（＃４）１２２のＭＡ
Ｃアドレスを対向装置に通知するＧＡＲＰパケットを送信し、そして、ＬＡＮ＃１系１０
１を運用系に、ＬＡＮ＃０系１００を待機系に書き換える（図４ステップＳ１３）。
【００６０】
　以上の説明は、ＬＡＮ＃０系１００を初期運用系とし、ＬＡＮ＃１系１０１を初期待機
系とし、ＬＡＮ＃０系１００に障害が発生した場合の動作について説明したが、ＬＡＮ＃
１系１０１を初期運用系とし、ＬＡＮ＃０系１００を初期待機系とし、ＬＡＮ＃１系１０
１に障害が発生した場合の動作については、それぞれ０系と１系とを読み替えればよいの
で、その説明については省略する。
【００６１】
　このように、本実施例では、メディアサービスシステムのＬＡＮ冗長構成において、運
用系にのみ一意のＩＰアドレスを設定する冗長ＩＰアドレス方式で、運用系に障害発生時
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、待機系が正常に動作すれば、自動的に待機系に同じＩＰアドレスを割り振り、自動的に
待機系を切替える。呼設立時にＩＰアドレス指定が必要であるメディアサービスシステム
においては、障害発生した系でサービス中の呼救済ができ、エンドユーザへのサービスを
継続することができ、切替え時間も短縮することができる。
【００６２】
　また、本実施例では、呼制御プロトコルにプロトコルレベルの状態監視用パケット送受
信機能を追加することで、回線障害等のレイヤ２以下の障害だけでなく、レイヤ３以上の
プロトコル障害も検出することができる。
【００６３】
　さらに、本実施例では、保守系ネットワーク用のＬＡＮポートと制御系ネットワーク用
のＬＡＮポートとを分離することで、保守系ネットワークのＬＡＮポートに障害発生して
も、制御系ネットワークに影響せず、サービスを継続することができる。
【００６４】
　図５は本発明の他の実施例によるメディアサービスシステムの構成を示すブロック図で
ある。図５において、本発明の他の実施例では、その基本的構成が上記の図１に示す本発
明の一実施例と同様であるが、ＬＡＮカードについてさらに工夫している。
【００６５】
　すなわち、本発明の他の実施例では、メディアサービス装置１に、ＬＡＮポート（＃１
）１１１及びＬＡＮポート（＃２）１１２を持つＬＡＮカード（＃０）１１と、ＬＡＮポ
ート（＃３）１２１及びＬＡＮポート（＃４）１２２を持つＬＡＮカード（＃１）１２と
、ＬＡＮポート（＃５）１８１及びＬＡＮポート（＃６）１８２を持つＬＡＮカード（＃
２）１８と、レイヤ２スイッチ（Ｌ２ＳＷ）１３とを実装している。
【００６６】
　このように、本発明の他の実施例では、１つの運用系のＬＡＮカードに対して、複数の
待機系のＬＡＮカードで多重化することで、さらに高信頼性のメディアサービス装置を実
装することができる。
【図面の簡単な説明】
【００６７】
【図１】本発明の一実施例によるメディアサービスシステムの構成を示すブロック図であ
る。
【図２】図１のメディアサービス装置の構成例を示すブロック図である。
【図３】図２の状態監視部１４，１５から障害通知の切断イベントを受信した時のＬＡＮ
制御部１６における運用系（ＡＣＴ）／待機系（ＳＢＹ）の決定処理の流れを示すフロー
チャートである。
【図４】図２の状態監視部１４，１５からプロトコル障害通知イベントを受信した時のＬ
ＡＮ制御部１６における運用系（ＡＣＴ）／待機系（ＳＢＹ）の決定処理の流れを示すフ
ローチャートである。
【図５】本発明の他の実施例によるメディアサービスシステムの構成を示すブロック図で
ある。
【図６】従来のメディアサービスシステムの構成を示すブロック図である。
【符号の説明】
【００６８】
　　　　　　１　メディアサービス装置
　２，３，１３　レイヤ２スイッチ
　　　　４，５　ルータ
　　　　　　６　監視・保守装置
　　　　　　７　呼制御サーバ群
　　　　　１１　ＬＡＮカード（＃０）
　　　　　１２　ＬＡＮカード（＃１）
　　　　　１４　状態監視部
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　　　　　１５　状態監視部
　　　　　１６　ＬＡＮ制御部
　　　　　１７　呼制御部
　　　　　１８　ＬＡＮカード（＃２）
　　　　１００　ＬＡＮ＃０系
　　　　１０１　ＬＡＮ＃１系
　　　　１１１　ＬＡＮポート（＃１）
　　　　１１２　ＬＡＮポート（＃２）
　　　　１２１　ＬＡＮポート（＃３）
　　　　１２２　ＬＡＮポート（＃４）
　　　　１８１　ＬＡＮポート（＃５）
　　　　１８２　ＬＡＮポート（＃６）
　　　　２００　ＩＰ網

【図１】 【図２】
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